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第 4 章 

⽬指す将来像と施策の体系 
 

 

（1）⽬指す将来像 

 

台地から海に⾄る多様な⾃然環境の中で、⼈と⽣き物が共⽣している船橋を⽬指し、

⻑期⽬標年である平成62年度の将来像を以下に⽰します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来像が⽰す姿＞ 

船橋市には、台地から斜⾯、低地、海へと続く地形が形づくられており、それらの地

形の違いに応じて、管理・保全された良好な樹林や畑地、⽔⽥、漁場、また、様々な⽣

き物たちが⽣育・⽣息する場が存在するなど、多様な⾃然環境が維持されています。台

地に降った⾬⽔は、地下⽔を涵
かん

養
よう

し、⾕を潤し、川や海では、多くの⿂が群れをなして

います。台地から浅海域までの多様な⾃然は、それぞれの場所で保全されるとともに、

そのつながりを意識した取組が実施されており、豊かな⽣物多様性が回復しています。 

 

船橋市では、⾍捕りをして遊ぶ⼦どもや、川や海で遊ぶ⼈、季節を楽しみながら散策

をする⼈、地元の農業や漁業を体験したり、そこでとれる農⽔産物をおいしく⾷べてい

る⼈などが暮らしており、多くの⼈たちが⾃然とふれあっています。また、⾸都圏屈指

の都市として、⽣物多様性を活⽤したまちづくりが進み、すべての⼈が⾃然の恵みを公

平に享受し、⼈と⽣き物が共に暮らす新しいライフスタイルができています。 

 

船橋市のすべての⼈が⽣物多様性の恵みや⽣物多様性を守るために必要な⾏動の内容を

認識し、実⾏しており、さらに豊かな⽣物多様性とその恵みを次の世代へと引き継いでいく

ための取組を⾏っています。   

台地から海へ ⽔・緑・⽣命
い の ち

と共に暮らす都市
ま ち
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将来像が⽰す姿のイメージ 
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（2）戦略の⽬標（基本⽅針と⽬標） 

 

将来像を達成するための戦略の⽬標として、⻑期⽬標年である平成62年度に向けた以

下の5つの基本⽅針と⽬標を掲げます。 

基本⽅針は、⼤きく「⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤」と「戦略への参画・連携

等の促進」に関する取組に区分して定めています。 

 

1）「⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤」に関する取組 

 

基本⽅針① 台地から浅海域までを結ぶ多様な⾃然環境の保全と利⽤ 

⽬ 

標

多様な⾃然環境とそこに育まれる⽣物多様性を保全し、回復を図ります。

また、⽣物多様性を保全することだけではなく、持続可能な⽅法で⽣物多

様性の恵みが利⽤されています。 

（将来の達成状況） 

⽣物多様性の保全のための取組が進み、船橋市の台地から浅海域までを結ぶ多様

な⾃然環境と⾃然環境ごとに⽣育・⽣息する⽣き物が保全され回復しています。ま

た、⽔辺空間・緑地空間のネットワーク化など⾃然環境同⼠のつながりを意識した

広域的な取組が進み、⽣物多様性が回復しています。さらに、⾃然とふれあえる場

の確保や利⽤ルールの確⽴、⽣物多様性の利⽤を促進するための広報などが実施さ

れており、市⺠は持続可能な⽅法で⽣物多様性の恵みを活⽤できています。 

 

基本⽅針② ⽣き物を育む⽔循環の確保

⽬ 

標 

地下⽔涵養
かんよう

の促進、⽔質の保全を進め、健全な⽔循環を確保するとともに、

⽔辺空間の保全を進めることで、そこを利⽤する多様な⽣き物を育む環境

が整っています。 

（将来の達成状況） 

⾬⽔浸透⾯の確保や、浸透施設の整備などの取組により地下⽔涵養が促進され、

排⽔対策の実施により⽔質が保全されています。台地に降った⾬⽔は地下に浸透し

た後、⾕底⾯に豊かに湧き出すことにより、⽣き物の⽣育・⽣息の場となっている

湿地や河川等といった⽔辺空間の環境が良好に維持されています。また、これらの

施策を通じて都市型⽔害などの被害低減が図られています。   
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基本⽅針③ ⽣物多様性を活かした取組の推進

⽬ 

標 

⽣物多様性の恵みが育んできた歴史と⽂化が継承されています。また、グ

リーンインフラの考え⽅に⽴った都市域での取組や⽣物多様性を活かした

温暖化対策、観光などのまちづくりが推進され、暮らしの中に⽣物多様性

の恵みが浸透しています。

（将来の達成状況） 

⽣物多様性に関連した歴史・⽂化・芸術などが市⺠⼀⼈ひとりに認識され、次の

世代に受け継がれています。また、都市域におけるまちづくりとして、⽣物多様性

の保全や⽔循環の確保などの役割も担うグリーンインフラ（ｐ44コラム参照）の考

え⽅に⽴った取組が推進されています。さらに、温暖化対策や観光振興などにおい

ても、⽣物多様性が持つ防災・減災、気候緩和、レクリエーションなどの様々な恵

みを活かした取組が浸透しています。 

 

2）「戦略への参画・連携等の促進」に関する取組 

 

基本⽅針④ 普及啓発・環境教育の推進

⽬ 

標 

“⽣物多様性の恵み”と“⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤のために必要

な取組”を市⺠⼀⼈ひとりが認識し、⾏動しており、また、取組を推進する

ための中⼼となる⼈材が育っています。 

（将来の達成状況） 

様々な普及啓発・環境教育に関する取組が実施されることにより、市⺠⼀⼈ひと

りが⽣物多様性の恩恵と⽣物多様性を守るための⾏動について認識しており、商品

を購⼊する際には、⽣物多様性に配慮して購⼊するなどの⾏動が⽇常的に実⾏され

ています。また、⽣物多様性の取組を推進するための中⼼となる⼈材が市⺠・事業

者の中に育成され、こうした⼈材が中⼼となって、豊かな⽣物多様性とその恵みを

次の世代へと引き継いでいくための様々な取組、例えば⽣涯学習や学校教育を通じ

た⾃然体験学習などが実施されています。 

 

基本⽅針⑤ 多様な主体の取組の推進

⽬ 

標

市⺠、事業者などの多様な主体が⾏う個々の取組が⽀援されると共に、主

体間の連携と協働による取組が⾏われています。 

（将来の達成状況） 

⽣物多様性保全の取組に関する情報や活動の場の提供など、市⺠、事業者が個々

に取組を進めるための⽀援が⾏われています。また、多様な主体間における⼈の交

流や情報の交換を進めることで、みんなが参加し、連携・協働しながら⽣物多様性

の取組が⾏われています。さらに、船橋市内だけでなく、国や県、近隣市などとも

連携・協働しながら広域的な課題に対しての取組も進められています。 
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グリーンインフラとは 

 

インフラとはインフラストラクチャーの略で、道路や鉄道、上下⽔道、ダムな

ど、経済や⽣活を⽀える⼟台となる施設のことを指す⾔葉です。グリーンインフ

ラとは⾃然環境が有している多⾯的な機能を⼈⼯的に造られたインフラの代わ

りにあるいは、機能を付加する⽬的で⽤いることで、⾃然環境、地域経済、地域

社会にとって有益な新しい社会基盤整備の考え⽅として位置づけられています。

⼈⼯構造物のみのインフラは、特定の⽬的に対して⾼い機能を発揮するのに対

して、グリーンインフラは、防災・減災、気候緩和、レクリエーションなど様々

な機能を持つことや、維持管理に市⺠が参加しやすいことが特徴です。 

たとえば、河川を構造物により覆うことは、河川の⽔を速やかに下流に流すこ

とで洪⽔を防ぐことに役⽴ちますが、それ以外の機能は損なわれやすくなりま

す。これに対し、河川を多⾃然川づくりにより改修することによって、⽔辺の⽣

き物の⽣育・⽣息環境を創出することができます。さらに、河川周辺に湿地を再

⽣し、⼤⾬の際には河川から氾濫した⽔を受け⽌める場として整備することで、

治⽔施設として機能するだけでなく、平常時には⽣き物の⽣育・⽣息場所や⾃然

を学ぶ場所として機能させることができます。都市域での取組としては、多⾃然

川づくりや透⽔性舗装、グリーンストリート（緑道）、レインガーデン（⾬⽔浸

透緑地帯）の整備、緑地や遊⽔機能を備えた公園の整備などがあげられます。 

また、海外の事例として、ポートランド市（アメリカオレゴン州）での取組4-

1）が知られています。ポートランド市では1990年頃から主に⾬⽔管理（洪⽔緩

和のための⾬⽔貯留・浸透と⽔質改善）の観点から交通局と下⽔局の連携により、

グリーンインフラの取組を市内全域で実施しています。また、⾬⽔税（敷地内の

不透⽔⾯積に応じて課税）を0.1％引き上げることによって獲得した約50億円を

取組を進めるための基⾦としています。 

グリーンインフラを積極的に⽤いることで、⽣物多様性の保全に役⽴つだけ

ではなく、地域の魅⼒向上や活性化に繋げることができるといわれています。 

 

＜具体例（イメージ）＞ 

 

 

   

 ビオトープとしての機能を 
多⾃然川づくり（⽊⼾川） 持った調節池（⻑津川調節池）

   
 コンクリートなどの構造物に覆われた河川を多⾃然川づくりにより改修したり、調節池

にビオトープとしての機能を持たせたりすることによって、河川や池が本来有する⽣き物

の⽣息環境や多様な景観を保全・創出し、⽔質浄化などの機能も持つようになる。 
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（3）施策の体系 

 

⻑期⽬標年（平成62年度）に⽬標を達成させるために、本戦略の対象とする期間（平

成38年度までの10年間）で実施する短期的な取組を体系化して⽰します。短期的な取組

は、⻑期的な⽬標ごとに基本的な施策として細分化しています。 

 

基本的な施策の進捗状況は、毎年度、点検・評価を⾏うとともに、数値化が可能なも

のは、戦略管理指標として数値⽬標を定め、把握していきます。 

また、おおむね5年ごとに効果や課題を検討し、必要な⾒直しを⾏います。 
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ふなばし三番瀬環境学習館（平成29年7⽉オープン） 
 

市では、ふなばし三番瀬海浜公園に環境学習館を新設します。三番瀬の⾃然や

歴史などをテーマにした展⽰物や体験コーナーを設け、三番瀬さらには環境に

ついて親⼦で楽しく学べる施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜3つのゾーンで構成されるふなばし三番瀬環境学習館＞ 

ふなばし三番瀬環境学習館は、地上2階建て、延べ床⾯積3,700㎡の建物で、

「知る」「考える」「学ぶ」の3つのゾーンで構成されます。 

 

 

環境学習館

芝⽣広場 

噴⽔広場

展望デッキ

「知る」ゾーン 

三番瀬の全体像や歴史、多様な⽣き物を
知ることができるよう、「ジオラマ」や
「デジタル図鑑」を配置します。ジオラ
マには「野⿃スコープ」が設置され、こ
のスコープで模型の⿃をのぞくと、その
野⿃の⽣態を映像で⾒ることができま
す。また、「キッチンスタジオ」を設け、
地場の⿂や⾙を使った⾷に関する体験
プログラムを⾏います。 

「考える」ゾーン 

⽣き物の進化、⽔の循環、⾷物連鎖とい
った科学的な視点などから三番瀬を考
えられるよう、テーマごとに分かりやす
く展⽰を⾏います。展⽰物のくちばしや
尻尾などを⾝につけ三番瀬の⽣き物に
なりきり、なぜそのような形になったの
かを考えるなど、「体を動かす」「さわる」
といった体験型・参加型の展⽰となって
います。 

「学ぶ」ゾーン 

三番瀬について詳しく学べるよう、スタ
ッフが指導します。「ワークショップ」や
「標本観察」など、夏休みの⾃由研究に
も活⽤できるようなプログラムを⽤意
します。また、親⼦でくつろぎながら環
境を学ぶことができる幼児向け読書ス
ペース等も設けます。 

「知る」ゾーンのイメージ 
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